
国
民
年
金
の
納
付
が
困
難
な
と
き
は

 
免
除
・
納
付
猶
予
制
度
を

利
用
し
て
く
だ
さ
い

《
問
合
せ
》
国
保
・
年
金
課
☎
21
－
９
０
６
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ま
た
は
各
振
興
局
市
民
福
祉
課　

７
月
か
ら

令
和
６
度
分
の
受
付
開
始

　
国
民
年
金
は
、
20
歳
か
ら
60
歳

に
な
る
ま
で
加
入
し
て
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
収
入
の
減
少
や
失
業
な
ど
で
保

険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
、申

請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
納
付
が
免

除
さ
れ
る「
申
請
免
除
」や
納
付
が

猶
予
さ
れ
る「
納
付
猶
予
」の
制
度

が
あ
り
ま
す
。

　
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て

お
く
と
、
不
慮
の
事
故
な
ど
で
障

害
を
負
っ
た
と
き
や
死
亡
し
た
と

き
に
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎

年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　
７
月
か
ら
令
和

６
年
度
分
の
受
付

を
開
始
し
ま
す
。

免
除
・
猶
予
を
受
け
た
期
間
は

追
納
で
き
ま
す

　
免
除
や
猶
予
を
受
け
た
期
間
は
、

10
年
以
内
で
あ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ

て
納
付（
追
納
）が
で
き
、
納
付
し

た
月
分
は
、
年
金
額
に
反
映
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
免
除
・
猶
予
の

承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か

ら
数
え
て
３
年
度
目
以
降
に
追
納

す
る
と
き
は
、
当
時
の
保
険
料
額

に
経
過
し
た
期
間
に
応
じ
た
額
が

加
算
さ
れ
ま
す
。

申
請
免
除
・
納
付
猶
予
制
度

　
保
険
料
を
納
め
る
の
が
難
し
い

場
合
、
免
除
制
度
の
手
続
き
を
し

て
免
除
が
承
認
さ
れ
た
場
合
は
保

険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
免
除
や
猶
予
の
承
認
を

受
け
た
期
間
は
、
障
害
基
礎
年
金
、

遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間

や
、
将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
受
給

資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

▼ 

免
除
対
象
者　
失
業
・
倒
産
・

収
入
が
少
な
い
な
ど
の
理
由
で

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
方

（
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
そ

れ
ぞ
れ
の
該
当
年
度
の
前
年
所

得
の
審
査
あ
り
）

▼ 

申
請
方
法　
国
保
・
年
金
課
ま

た
は
各
振
興
局
市
民
福
祉
課
に

あ
る
申
請
書
に
記
入
し
て
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

▼ 

持
参
物　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
ま
た

は
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も

の（
失
業
等
に
よ
る
申
請
の
場

合
は
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職

票
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
な
ど
の
写
し
を
添
付
）

▼
そ
の
他

▽ 

免
除
の
判
定
は
所
得
で
審
査
さ

れ
ま
す
の
で
、
所
得
申
告
を
し

て
く
だ
さ
い
。

▽ 
申
請
月
の
２
年
１
カ
月
前
の
月

分
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
免
除
申
請

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
失

業
な
ど
、
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
が
経
済
的
に
困
難
で
、
未

納
期
間
の
あ
る
方
は
、
早
め
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

豊
岡
年
金
事
務
所
年
金
相
談
窓
口

▽
受
付
時
間（
通
常
）

　

 

平
日（
月
〜
金
曜
日
）午
前
８
時

30
分
〜
午
後
５
時
15
分

▽
時
間
延
長
日

　

 

週
初
の
開
所
日
の
午
後
５
時
15

分
〜
７
時

▽
週
末
相
談
日

　

 

第
２
土
曜
日
の
午
前
９
時
30
分

〜
午
後
４
時

▽
持
参
物

　

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
ま
た
は
基
礎
年

金
番
号
の
分
か
る
も
の

　

 

本
人
確
認
が
で
き
る
運
転
免
許

証
な
ど

▽
そ
の
他

　

 

代
理
者
の
と
き
は
、
対
象
者
の

年
金
手
帳
な
ど
基
礎
年
金
番
号

の
分
か
る
も
の
の
他
に
、
委
任

状
と
代
理
者
の
本
人
確
認
が
で

き
る
運
転
免
許
証
な
ど
が
必
要

で
す
。

《
問
合
せ
》
豊
岡
年
金
事
務
所

　
　
　
　
　
☎
22
－
０
９
４
８

《納付・免除・納付猶予と未納の算入の違い》
納付状況

年金の種類 納付 申請免除
（全額・一部） 納付猶予 未納

障害・遺族
基礎年金 受給資格期間の算入 ○ ○（注１） ○ ×

老齢
基礎年金

受給資格期間の算入 ○ ○（注１） ○ ×
年金額への反映 ○ ○（注１・２） × ×

（注１）一部免除は、一部納付保険料を納付していることが必要です。
（注 ２） 全額・一部免除を受けた期間は、定額納付と比べて老齢基礎年金額は減額され

ます。

《免除手続きをすると》※所得税はあくまでも目安です。

※所得の種類や控除額などによって免除に該当しない場合があります。

免除期間中に納める保険料（令和６年度月額）免除の種類
全額免除 所得 67万円※ 0円

１/４免除 所得 168万円※ 12,740円
半額免除 所得 128万円※ 8,490円
３/４免除 所得 88万円※ 4,250円
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国民健康保険のお知らせ　国民健康保険のお知らせ　高齢受給者証等の更新高齢受給者証等の更新

８月に後期高齢者医療被保険者証を更新
　被保険者証の更新は、毎年８月１日です。７
月中旬に新しい被保険者証を送付します。
　また「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限
度額適用認定証」を持っていて、８月以降も引
き続き交付対象となる方には、被保険者証と一
緒に各認定証を送付します。８月１日以降の受
診の際は、これら被保険者証などを医療機関な
どの窓口に提示してください。
　８月から新たに交付対象となる方は、市の窓
口で申請が必要です。

■限度額適用・標準負担額減額認定証（減額認
定証）
　「低所得Ⅰ・Ⅱ」に該当する方（世帯員全員が
住民税非課税の方）は医療機関などの窓口へ「限
度額適用・標準負担額減額認定証」を提示、ま
たはオンライン資格確認を受けることにより、
医療機関ごとに１カ月間の窓口で支払う自己負
担額が、外来・入院とも区分に応じた限度額ま
でとなります（柔道整復、鍼

しん

灸
きゅう

、あんまマッサー
ジの施術などは除く）。入院時の食事代などに
ついても減額されます。

■限度額適用認定証（限度額認定証）
　「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当する方は、医
療機関などの窓口へ「限度額適用認定証」を提

示、またはオンライン資格確認を受けることに
より、医療機関ごとの１カ月間の窓口での支払
額が、外来・入院とも区分に応じた限度額まで
となります。

※マイナンバー法などの一部改正法により、12
月２日以降は、現行の被保険者証、限度額適用・
標準負担額減額認定証および限度額適用認定証
は廃止され、マイナ保険証（保険証利用登録し
たマイナンバーカード）での確認に移行されま
す（マイナ保険証を持っていない方には「資格確
認書」の交付が予定されています）。

令和６年度保険料額を７月中旬にお知らせします
　令和６年度の保険料額は、７月中旬に送付予
定の保険料額決定通知書でお知らせします。
　年間の保険料は、一人一人が等しく負担する

「均等割額」と前年の所得に応じて負担する「所
得割額」の合計です。保険料は被保険者ごとの
世帯状況と所得状況によって異なります。

　《問合せ》
　国保・年金課☎21-9061
　または各振興局市民福祉課
　 兵庫県後期高齢者医療広域

連合
　☎078-326-2021

「
高
齢
受
給
者
証
」「
特
定
疾
病
療

養
受
療
証
」の
更
新

　
８
月
１
日
か
ら
有
効
の
新
し
い

受
給
者
証
な
ど
を
、
７
月
下
旬
に

送
付
し
ま
す
。
現
在
お
持
ち
の
受

給
者
証
等
の
有
効
期
限
は
７
月
31

日
で
す
。
８
月
以
降
は
使
用
で
き

ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象

▽
高
齢
受
給
者
証

　

 

１
９
４
９
年
８
月
２
日
か
ら
54

年
７
月
１
日
生
ま
れ
の
国
民
健

康
保
険（
国
保
）被
保
険
者

▽
特
定
疾
病
療
養
受
療
証

　

 

１
９
４
９
年
７
月
２
日
以
降
生

ま
れ
の
特
定
疾
病
療
養
受
療
証

を
持
つ
国
保
被
保
険
者

限
度
額
適
用
認
定
証
、
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

　
引
き
続
き
認
定
証
が
必
要
な
方

は
、
７
月
10
日（
水
）以
降
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
保
険
証
と
し
て
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
医
療
機
関
で
は
、

窓
口
で
受
付
時
に
患
者
本
人
が
医

療
機
関
へ
の
情
報
提
供
に
同
意
す

る
こ
と
に
よ
り
、
窓
口
で
の
支
払

い
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
対
象

▽
限
度
額
適
用
認
定
証

　

 

次
の
ど
ち
ら
か
に
該
当
し
て
い

る
方

○ 

市
民
税
課
税
世
帯
の
中
で
、
70

歳
未
満
の
国
保
被
保
険
者（
納

期
限
到
来
の
国
保
税
を
完
納
し

て
い
る
世
帯
）

○ 

70
歳
以
上
75
歳
未
満
で
高
齢
受

給
者
証
の
負
担
割
合
が
３
割
負

担
、
か
つ
課
税
所
得
が
６
９
０ 

万
円
未
満
の
国
保
被
保
険
者

▽ 

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証

　

 

世
帯
主
お
よ
び
国
保
被
保
険
者

全
員
が
市
民
税
非
課
税
と
な
る

世
帯
の
方（
70
歳
未
満
の
被
保
険

者
の
場
合
は
納
期
限
到
来
の
国

保
税
を
完
納
し
て
い
る
世
帯
）

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

▽ 

身
分
証
明
書（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど
）

▽
国
保
被
保
険
者
証

▽ 

過
去
１
年
間
に
入
院
日
数
が
90

日
を
超
え
る
方
は
、
90
日
を
超

え
た
こ
と
の
分
か
る
書
類（
医

療
機
関
の
発
行
す
る
入
院
期
間

証
明
や
領
収
書
な
ど
）

《 

問
合
せ
》
国
保
・
年
金
課

　

 

☎
21
－
９
０
６
１
ま
た
は
各
振

興
局
市
民
福
祉
課
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